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（
内
閣
委
員
会
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
、
事
業
所
内
保
育
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
等
の

設
置
者
に
対
す
る
助
成
及
び
援
助
を
行
う
事
業
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
一
般
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
の
率
の
上
限
を

引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業

１

政
府
は
、
仕
事
と
子
育
て
と
の
両
立
に
資
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
、
仕
事
・
子

育
て
両
立
支
援
事
業
と
し
て
、
事
業
所
内
保
育
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
等
の
設
置
者
に
対
し
、
助
成
及
び
援
助
を
行
う

事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

全
国
的
な
事
業
主
の
団
体
は
、
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
内
容
に
関
し
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
意
見
を
申

し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
基
本
指
針

内
閣
総
理
大
臣
が
策
定
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
指
針
に
つ
い
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て
、
そ
の
記
載
事
項
に
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
を
追
加
す
る
。

三
、
拠
出
金

１

一
般
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
の
対
象
事
業
に
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
を
追
加
す
る
。

２

拠
出
金
の
率
の
上
限
を
千
分
の
二
・
五
以
内
に
引
き
上
げ
る
。

四
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
政
府
は
、
財
源
を
確
保
し
つ
つ
、
幼
稚
園
教
諭
、
保
育
士
及
び
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
た
め
の
所
要
の
措
置
並
び
に
教
育
・
保
育
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
に
係
る
人
材
確
保
の
た
め
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


